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次世代型社労法務システムで新しくなったこと（個人メニュー） 

 次世代型社労法務システムでは「皆様に優しい画面構成」を主軸に、UI デザイナー監修のもと設計を進めてきました。 

 現行社労法務システムの個人情報管理メニューからの変更点で主だったものは以下となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市区町村、銀行等のマスター登録が不要となります 

 一覧画面の文字サイズを Ctrl＋マウスホイールで変更できるようになります 

 一画面に個人情報が表示されるようになります 

 詳細画面を表示したら即登録、編集ができるようになります 

 氏名、住所、資格得喪情報など過去の履歴を残せるようになります（次世代型メニューリリース以降分のみ） 

 西暦/和暦の設定変更ができるようになります 

 個人姓名の登録文字数が 40 文字に拡大されます 

 必須項目に色をつけわかりやすくします 

 入力欄をマウスオーバーすることで登録できる文字数などのガイドが表示されるようになります 

 お問合せが多い項目にヘルプアイコンを設置し、マウスオーバーで説明を表示するようにします（アップデート対応） 

 二以上勤務者の登録ができるようになります（社保雇保メニューへの反映は第 2 フェーズ以降となります） 

 同一事業所内の個人情報複写ができるようになります 

 

 

 

 

     

2026 年 2 月 2日のアップデートでは次世代型個人マスターメニューをβ版でお使いいただけます。 

β版は体験データとしてのみ操作をしていただく環境となります。 

β版は独立したメニューになります。 

β版で行った操作は現行システムのマスターには反映されません。 

2/2 アプデートで現行社労法務システムから β 版へデータ移行はしますが、それ以降は現行社労法務シス

テムから β 版メニューへも反映しません。 

次世代型個人マスターメニューの正規版リリース時に改めて現行社労法務システムからデータ移行され、β

版のデータは削除されます。 
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01. 個人情報登録・検索 

1. 個人情報を見る 

 次世代型社労法務システムのメニューはすべて サイドバーにある「次世代」アイコンから開くことができます。 

 「次世代」アイコンにマウスを充てる（マウスオーバー）と、次世代型メニューが表示されるので「個人（次世代型）」をク

 リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 登録されている個人情報一覧が表示され、個人の行をダブルクリックすることで個人詳細画面が表示されます。 

 ◆個人一覧画面には、登録されている個人情報が全て表示されます。 

 ◆一覧の先頭行にある項目名をクリックすると、データが昇順⇔降順で並び替えられます。 

 ◆「表示項目設定」から表示したい項目を選択し、設定を保存することができます。（26.表示項目設定参照） 

  ※個人一覧画面を開きなおすとリセットされます 

 ◆項目名表示の横線をマウスオーバーすると両矢印のアイコンになり、ドラッグすることでセル幅を変更できます。 

 両矢印の状態でダブルクリックをするとセル幅が最適化されます。 
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 ＜個人詳細画面＞ 

 一画面にすべての項目が表示されます。 

 サイドパネルに表示されているカテゴリをクリックすると、選択カテゴリまで画面が移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 履歴 

 変更すると過去の情報が 

 履歴として残ります 

 

 削除する 

 表示されている個人情報を 

 削除します 

 

 キャンセル 

 なにもせず画面を閉じます 

 

 保存する 

 変更内容を保存して画面を 

 閉じます 

 

 薄く色がついたセルは入力必須 

 項目です。登録されていないと保存 

 完了できません。 
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 通勤手当は通勤手当を登録する 

 ボタンをクリックし登録してください 

 

 

 

 

 

 家族情報は扶養家族を追加 

 ボタンをクリックし登録してください 
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市町村コードは住所から自動反映され 

ます。 

「事業所市区町村登録」メニューに 

登録されている市町村コードの場合は 

自動で市町村名が表示されます。 

「事業所市区町村登録」メニューに 

登録されていない市町村コードの場合は 

対象の市町村名と※保存すると表示 

されます と表示されます。 

保存すると「事業所市区町村登録」 

メニューに自動保存され、次回から 

赤字表示はされなくなります。 

 

 

住民税は月毎の登録となります。 

事業所の給与月度設定を反映し 

月度および支払月が表示される 

ので、該当する住民税額を登録 

してください。 

エクスポートから出力した CSV ファイ 

ルを使ってインポートもできます。 

※eLTAX から出力した住民税特別 

徴収税額通知 CSV の取り込みができ 

ますが、受給者番号が基幹となります。 

個人コードを基幹にしたインポートは 

アップデート対応となります。 
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個人毎にメモを登録できます。 

 

 

 

 

 

チェック項目は 

03 個人自由項目一覧メニューで 

全員分の確認や一括登録が 

できます。 
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2. 個人情報を登録する 

 個人情報一覧画面にある＋新規作成ボタンをクリックし登録をします。 

 インポートについては 24.インポート・エクスポートをご覧ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入力画面が表示されるので入力し保存するをクリックし完了してください。 

 詳細画面を開いたらそのまま登録修正ができます。 

 必須項目が正しく入力されていないとエラー表示され完了できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各項目欄をマウスオーバーすると入力ルールが表示されるので参考にしてください。 
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3. 個人情報を修正する 

 個人情報一覧から修正する従業員名をダブルクリックします。 

 個人情報詳細画面が表示されるので、修正し保存するボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   次世代型社労法務システムでは表示された画面で即修正入力ができるようになります。 

   誤って入力してしまった時はキャンセルをクリックしてください。 

 

 

 氏名や住所等、履歴が残る項目に変更があった場合、最終確認画面が表示されるので、OK をクリックしてください。 

 キャンセルをクリックしても変更は保存されますが、履歴は残りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インポートでも登録データを上書きしますが、0（ゼロ）および空欄は上書きされません。 

 インポートについては 24.インポート・エクスポートをご覧ください。 
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4. 履歴、操作ログの確認方法 

 次世代型社労法務システムではリリースするメニューに、氏名変更の履歴、住所変更の履歴、社保雇保資格得喪、入

 退社の履歴等の履歴を残すことができます。 

 例えば氏名変更をした場合、氏名欄にある履歴をクリックすると「氏名の履歴」画面が表示され、過去の変更履歴を確

 認することができます。 

 過去の履歴を追加登録したい場合は履歴の追加ボタンをクリックすることで登録することができます。 

 また、備考欄をダブルクリックすることで備考欄の追加もできます。 

 ※履歴データ、操作ログが残るのは次世代型社労法務システムリリース後の登録分からとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜備考追加登録画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 履歴を削除したい場合は、対象の履歴行をダブルクリックし「履歴の変更」画面で削除するをクリックします。 

 

 ＜操作ログについて＞ 

 ※次世代型社労法務システムリリース後からの操作ログは残りますが、操作ログ確認画面はアップデート対応となりま

 す。 

  操作ログの確認はアップデートまでお待ちください。  
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5. 退職入力をする 

 ※在籍のまま社保・雇保の資格喪失をする場合はこの操作ではありません。「7. 社保・雇保のみ資格喪失をする」をご

 参照ください。 

 

 1. 個人情報一覧から対象者をダブルクリックし詳細画面を開きます。 

 2. 「退職年月日」欄に退職日を入力すると「退職区分」欄が表示されるので、セットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 社保・雇保に反映ボタンをクリックします。 

  確認画面が表示されるので OK をクリックし、保存をするをクリックして完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※社保雇保に加入している場合は、退職日から算出された資格喪失日の確認画面が表示されます。 

  社保雇保に加入していない場合は、何も反映しない確認画面が表示されます。 

 

 ＜社保雇保加入者の場合＞    ＜社保雇保未加入者の場合＞ 
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6. 退職を取り消す（退職者が再入社した、誤って退職日を登録してしまった、退職日の変更） 

 

 1. 個人情報一覧で対象者をダブルクリックし、個人詳細画面を表示させます。 

 2. 「退職年月日」横にある退職取消ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 確認画面が表示されるので OK をクリックして完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. “退職した”という登録が取り消され、在籍の状態に戻るので、必要に応じて「入社年月日」や社保雇保の「資格取

  得日」、「退職年月日」を修正し、データを整えて保存してください。 
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7. 社保・雇保のみ資格喪失をする（在籍のまま資格喪失する場合） 

 1. 個人情報一覧から対象者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 社会保険および労働保険の画面を表示し、「加入区分」が「加入」になっているところを「非加入」にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 「資格喪失年月日」欄が入力できるようになるので、資格喪失日を入力します。 

 4. 「資格喪失年月日」を入力すると「資格喪失原因」が登録できるようになるのでセットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雇用保険の場合も同様です。 
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 得喪の履歴は残るので、各カテゴリの履歴ボタンより確認ができます。 

 

 右の表の見方は 

 令和 5年 5月 5日～令和 8年 1月 1日は加入の状態 

 令和 8年 1月 2日～現在は非加入の状態 

 となります。 

 

 

 

 ※在籍のまま社会保険資格喪失の電子申請をする場合は、FAQ サイト「【社労法務】電子申請 健保厚年喪失 

 在職のまま資格喪失する場合 https://faq.shalf-asp.jp/--692fd0e71317eddc373f6f6a 」をご参照ください。 

 

 

  

https://faq.shalf-asp.jp/--692fd0e71317eddc373f6f6a


社労法務システム Lunoma 個人情報マニュアル 

14 

 

8. 社保・雇保の再取得をする（資格喪失したが再度資格取得をする場合） 

 1. 個人情報一覧から対象者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 社会保険および労働保険のカテゴリを表示し、「被保険者区分」が「非加入」になっているところを加入の状態にし

  ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※雇用保険の被保険者区分には過去存在した区分（高年齢被保険者等）が表示されますが、再取得の場合は再

 取得時の適用区分を選択するようにしてください。 

 

 3. 「資格取得年月日」が入力できるようになるので、再取得日を入力します。 

  自動で入社日が反映される仕様になっていますので、再取得日を上書き入力してください。 

 4. 保存するをクリックして完了です。 
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9. 退職後継続再雇用（60 歳～74 歳同日得喪の場合） 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 基本情報欄にある退職後再雇用ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 退職後継続再雇用画面が表示されるので再雇用の追加ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 「再雇用年月日」等必要な情報を登録し保存するをクリックしてください。 

  ここで登録した標準報酬月額情報は個人情報の最新標準報酬月額に反映されます。 
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10. 個人情報を削除する 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 画面左下にある削除するをクリックし、確認画面が表示されたら OK をクリックし完了です。 

 ※削除は一人ずつの作業となり、まとめての削除はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複数人まとめての削除はアップデート対応となります。 
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11. 個人情報を複写する（別事業所への個人情報複写、同一事業所への個人情報複写） 

 1. 個人情報一覧で複写したい個人情報にチェックを入れます。 

 2. 個人一覧画面上部にあるその他から個人複写をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 個人情報のコピー画面が表示されるので、複写先事業所をセットします。 

  事業所コード直接入力でも、プルダウンリストから選択もできます。 

  ※同一事業所間の複写もできるようになります 

  ※複写先に同じ個人コードが存在する場合は、状況欄に「複写先個人コード重複」とメッセージが表示されるので、 

   「複写先個人コード」欄に任意の個人コードを手入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 複写するをクリックし、確認画面が表示されるので OK をクリックしたら完了です。 

   

 ※個人情報の登録内容をそのまま複写するため、複写元と複写先で事業所の設定が違っている場合は、体系区分や

 所定労働等が正常に表示されない場合はあります。複写先で個人情報（体系区分、所定労働等）を整えてくださ

 い。 
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12. 個人コード変更 

  1. 個人情報一覧上部にあるその他から個人コード変更をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 個人コード変更画面が表示されるので、変更したい対象者にチェックを入れ「個人コード（変更後）」欄に 

  変更後の個人コードを入力し保存するをクリックします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 確認画面が表示されるので OK をクリックして完了です。 

   

 

 

 

 

 

 

複数人まとめての変更はアップデートにて対応予定です。 
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13. 現住所と住民票住所が異なる場合 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 基本情報にある「現住所」欄に現住所を登録後、「現住所と異なる」のチェックボックスにチェックを入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 「住民票住所」欄が表示されるので、住民票住所を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 住民税の「市町村コード（住民票住所）」欄をご確認いただき、住民税納付先期限を入力してください。 

  設定した期限までは、給与計算後に出力する「支払月別住民税一覧表」に住民票住所の市町村が反映されま

  す。期限を限定したくない場合は、「令和 99年 12 月」等長い期間を設定してください。 

 

  ※市町村コードは住所から自動反映されます。 

  「事業所市区町村登録」メニューに登録されている市町村コードの場合は自動で市町村名が表示されます。 

  「事業所市区町村登録」メニューに登録されていない市町村コードの場合は対象の市町村名と※保存すると表示さ

  れますと表示されます。 

  保存すると「事業所市区町村登録」メニューに自動保存され、次回から赤字表示はされなくなります。 
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 5. 保存するをクリックし、確認画面が表示されたら OK をクリックして完了します。 
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14. 通勤手当の登録 

 通勤手当を複数登録できるようになります。 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 給与情報にある通勤手当を登録するをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 通勤手当の内容を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  通勤手当コード：管理のための数値を任意で設定します 

  通勤手当区分： 毎月給与支給 →毎月定額を支給する 

     一括現物支給 →定期券等現物を支給する 

     一括給与支給 →数か月分を 1 度にまとめて支給する 

        通勤手当支給額は数か月分の合計額を入力します 

        支給月数は通勤手当が何か月分かを入力します 

        年の最初の支給月は支給するが都度を入力します 

     3 か月に 1回、4 月、7 月、10 月、1月が支給月であれば「支給月数」は「3」、 

     年の最初の支給月は 4月、7 月、10 月、1 月のうちいずれかを入力します 
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     通勤回数より算出 →通勤手当支給額には 1回あたり（往復）の単価を登録します。 

        通勤回数×通勤手当支給額で通勤手当を計算します 

   通勤手当支給額：通勤手当の額を入力します 

   手当月額：通勤手当区分が「一括給与支給」の場合、1 か月の月額が表示されます 

   課税区分：通勤手段を選択します。ここの設定で給与計算時に非課税限度額を算出します。 

   非課税変更の場合：交通器具 15Km以上～交通器具 55Km以上の場合、法定の非税限度額以外の非

     課税額をセットできます 

 

  ●通勤手当区分に「一括給与支給」が登録されている場合、月額変更届や算定基礎届で通勤手当を支給月数

  で按分して通貨によるものの額に算入することができます 
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15. 家族情報の登録 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 家族情報にある扶養家族を追加ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 扶養家族入力画面が表示されるので入力します。  

  色がついたセルは必須項目です。 

  セルをマウスオーバーすると入力ルールが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 入力完了し登録するをクリックすると、以下の確認画面が表示されます。 

  これは、登録した家族情報を個人情報詳細画面の税扶養人数に反映させるかどうかの確認画面です。 

  登録された家族情報を識別し、税扶養人数データにカウントするかどうかを判断しますので、なるべくはいをクリックす

  るようにしてください。 



社労法務システム Lunoma 個人情報マニュアル 

24 

 

  いいえを選択する場合：個人詳細画面の『配偶者』『扶養親族人数』に数値を直接入力している場合や、家族全

  員を登録していない場合など 
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16. 家族情報の変更、削除 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 家族情報欄に登録されている家族名をダブルクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 家族詳細画面が表示されるので、対象箇所の修正または削除であれば削除するをクリックしてください。 

  ※社保の被扶養者でなくなる場合は、「被扶養者でなくなった日」「非該当理由」を登録し、税法上扶養家族でも

  なくなる場合は「控除対象区分」もあわせて確認の上、必要であれば変更してください。 

  社保の被扶養者でなくなる登録をしても、自動で控除対象区分は変わりません。 

  修正が完了したら登録するをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 以下の確認画面が表示されます。 

  これは、登録した家族情報を個人情報詳細画面の税扶養人数に反映させるかどうかの確認画面です。 
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  登録された家族情報を識別し、税扶養人数データにカウントするかどうかを判断しますので、なるべくはいをクリックす

  るようにしてください。 

  いいえを選択する場合：個人詳細画面の『配偶者』『扶養親族人数』に数値を直接入力している場合や、家族全

  員を登録していない場合など 
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17. 所得税情報の登録をする、履歴を確認する 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 所得税・住民税カテゴリでデータ登録をして保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    個人詳細画面の扶養人数は直接手入力ができますが、家族情報登録画面で家族情報を追加修正

   した後、登録した家族情報を個人情報詳細画面の税扶養人数に反映させるかどうかの確認画面ではいを選択

   すると、個人詳細画面の扶養人数へ反映します。 

   いいえを選択すると、登録された家族情報の数と税法上扶養人数が異なる場合があります。 

 

  ＜個人詳細画面＞     ＜家族詳細画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  所得税情報は年ごとに履歴として残せるようになります。 

  年が変わると前年分を複写して本年分が表示され、前年分が履歴として残ります。 

   

 ＜過去の履歴を確認する場合＞ 

  履歴ボタンより対象年の情報を見ることができます。 

はいをクリックすると影響する 

影響しない 
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  対象年を選択して個人詳細画面に表示させることはできますがあくまでも表示のみで保存はされません。 

 ＜履歴を作る場合（未来分も作成可）＞ 

  1. 対象年度を作成したい年にします。 

  2. 新規登録ボタンをクリックします。 

  3. 所得税区分等各税区分を登録し保存するをクリックします 

  ※家族登録画面へ連動はしません 

  ※家族登録画面で登録修正後、登録した家族情報を個人情報詳細画面の税扶養人数に反映させるかどうかの

   確認画面ではいをクリックすると上書きされます 
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18. 住民税の登録をする、履歴を確認する 

  住民税データは月毎の登録となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックします。 

 2. 該当の月に徴収する住民税額を入力します。 

  事業所の設定および個人の体系グループを見て月度および支払月の表示が変わります。 

  何月度（何月支払）の給与計算でいくら徴収するかを入力してください。 

 3. 一定の月度以降定額であれば、支払の金額をそれ以降の月に反映するをクリックすると同額が複写されます。 

 4. 入力したデータの年総額が表示されます。 

 5. 保存するをクリックし完了します。 

 

 検索 履歴から表示ボタンについて 

 年度ごとに住民税情報を履歴として残せるようになります。 

 対象年度以外の情報を確認する場合は、年度の数値を変更して検索をクリックするか、履歴から表示ボタンをクリック

 して対象年度をダブルクリックすると、年間一覧に表示されます。 

 あくまでも表示のみとなり、対象年度を変更して別年度の状態で保存することはできません。 

 

 インポート エクスポートボタンについて 

 住民税データはインポート、エクスポートができます。 

 インポートテンプレートおよび取込方法は、マニュアルダウンロードサイトよりダウンロードができます。 

 画面右上にあるサポートアイコンからマニュアルをクリックし、インポートテンプレートをダウンロードしてください。 

 

 eLTAX からダウンロードした住民税特別徴収税額通知 CSV の取込に対応していますが、受給者番号を基幹にするた

 め、個人マスターへの受給者番号の登録が必須となります。 

 個人コードを基幹としてのインポートはアップデート対応となります。  
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19. 二以上事業所勤務の登録 

  個人情報では二以上勤務者の情報を登録できるようになりますが、社会保険手続き業務に反映されるのは社会

  保険メニューが次世代型メニューとしてリリースした後となります。 

 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 社会保険カテゴリに二以上勤務情報の登録欄があるので登録してください。 

   「二以上勤務メモ」は備忘録としてご利用ください。他メニューに反映はしません。 

  「二以上勤務保険料」欄に登録した情報は、次世代型の給与計算メニューに反映されます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    二以上勤務情報と社会保険の保険料情報の関連について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   「二以上勤務」該当するにチェックが入っている場合 

   ●「二以上勤務保険料」が給与計算に反映されます。 

   ●社会保険の保険料情報がどのように登録されていても「二以上勤務保険料」を反映します。 

   ●「二以上勤務保険料」が空欄の場合は 0円で計算されます。 

   ●介護保険料は「健康保険料介護保険」が「年齢で判定」になっていれば、年齢により給与計算での徴 

   収要否を判別します。  
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20. 標準報酬月額の登録、削除 

  標準報酬月額を登録する方法は 5 つあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 資格取得時賃金を入力後最新の標準報酬月額に反映ボタンをクリックし保存するをクリックする 

  2. 追加ボタンから手入力し保存するをクリックする 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 算定処理および月変処理から標準報酬月額決定更新をする 

  4. インポートをする 

   個人情報インポートテンプレートおよび取込方法は、マニュアルダウンロードサイトよりダウンロードができます。 

   画面右上にあるサポートアイコンからマニュアルをクリックし、インポートテンプレートをダウンロードしてください。 

  5. 個人一覧で一括手入力をする（後日リリース予定） 

 

 ＜登録した標準報酬月額を削除する方法＞ 

  標準報酬月額表で削除したい行をダブルクリックし削除するをクリックすることで削除できます。 
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21. 70 歳被用者情報 

  70 歳該当登録をします。 

  厚生年金資格喪失登録時に 70 歳該当をセットするフローはアップデート対応となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年齢が 70歳以上で 70 歳被用者区分が「対象外」になっている状態で保存しようとすると以下の画面が表示され

  ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  はいを選択すると 70 歳被用者欄が表示されるので該当登録をします。 
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22. 労働保険情報の登録 

 年度更新や雇用保険手続きの際に必要な情報となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 個人情報一覧から該当者名をダブルクリックし詳細画面を表示します。 

 2. 労働保険カテゴリにある労働保険に関する情報を登録します。 

 3. 「事業場」は本社と事業所の「02 労働保険事業場登録」で登録されている事業場が選択できます。 

  ※事業場の登録がない場合は選択肢は「本社」（事業所情報登録で登録した内容）のみとなります。 

 4. 労災保険に関する情報を登録します。 

  年度更新の際に必要な情報となります。 

 5. 雇用保険に関する情報を登録します。 

 6. 登録、修正が完了したら保存するをクリックし完了してください。 
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23. 個人メモ、チェック項目 

  個人ごとにメモや各種チェック項目を登録できます。 

  チェック項目は事業所ごとになります。 

  チェック項目の追加、名称の変更、削除は下部のボタンより行っていただけます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  メモ、チェック項目を一覧で登録、確認する手順は 03 個人自由項目一覧 をご覧ください。 
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24. インポート・エクスポート 

  個人ごとにメモや各種チェック項目を 

インポート・エクスポートボタンからインポートもできます。 

 インポートテンプレートおよび取込方法は、マニュアルダウンロードサイトよりダウンロードができます。 

 画面右上にあるサポートアイコンからマニュアルをクリックし、インポートテンプレートをダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※個人一覧画面からエクスポートができますが、一覧に表示されている項目を出力します。 

  すべての項目を出力したい場合は、「表示項目設定」で「初期設定」にしてから対象者のチェックを入れてエクスポート

してください。 
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25. 印刷 

  個人情報に関する各種帳票を出力できます。 

  帳票名をクリックすると社労法務システムのメニューが表示され、従来の操作手順で出力ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 表示項目設定 

  個人一覧を表示すると、登録されているすべての情報が一覧に表示されます。 

  必要な情報だけ表示させたい場合は「表示項目設定」で表示させる項目を選択できます。 

  また、選択設定した内容を保存し、次回から呼び出して使用することができます。 
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  例えば年齢だけ確認したい場合は「表示項目設定」をクリックし、表示したい項目だけ ON にします。 

  保存をせず一時的に表示したい場合はそのまま「設定する」をクリックします。 

  設定を保存したい場合は上部の枠に、保存設定の名前を入力し「設定する」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「表示項目が変更されています。変更を保存しますか？」と表示されます。 

  保存する場合は名前を付けて保存をクリックします。 

  保存せず一時的に表示したい場合は保存しないをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  名前を付けて保存した場合、次回「表示項目設定」を開いた時に設定を呼び出すことができます。 
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   設定が反映されました。 

   ※この表示は保存されません。画面を開きなおすと初期設定（すべての項目表示）になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保存してある設定を削除する場合は、設定を呼び出して削除をクリックします。 
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02 給与賞与支払方法登録 

 個人の給与賞与支払方法（振込口座、現金支給）を登録します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 確認、編集したい個人名をダブルクリックすると詳細画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 給与賞与それぞれ 5 パターン登録ができます。 

    それぞれクリックをすると該当欄が表示されます。 

  ② チェックを入れておくと、給与 1～5 に入力をした内容が賞与 1～5 に自動反映されます。 

     給与のみデータ登録をしたい場合はチェックを外してから登録をしてください。 

  ③ 「依頼先」は事業所の取引銀行をセットします。 

    どの銀行から振り込まれるかの登録なので、選択肢が表示されない場合は、まず事業所の「取引銀行登録」メ

ニューにて登録をしてください。 

     



社労法務システム Lunoma 個人情報マニュアル 

40 

 

  ④ 銀行および支店の全銀コードを入力すると対象情報が表示されます。 

    銀行マスターの事前登録は不要です。  

    定期的に銀行マスターの更新はしておりますが、統合や新規開店の情報が反映されない場合は、大変お手数

ではございますが弊社へご連絡ください。ご利用いただけるようマスター登録いたします。 

 

   全銀コードが不明な場合は検索ボタンから検索をすることができます。 

  銀行名の一部や、銀行名が不明な場合支店名だけでも検索をすることができます。 

  抽出一覧で対象行をダブルクリックするとセットされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支払方法順序変更は、通常銀行振込だが今月だけ現金にしたい場合等に登録されている優先順位を変更すること

ができます。 

給与 1 および賞与 1 は残額全部の設定です。 

 

 通常銀行振込のところ、今回だけ現金にする 

 場合は、移動したい行をクリックし 下へ∨を 

 クリックすることで給与 1 が現金になります。 
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 データを CSV 出力する場合はインポート/エクスポートをマウスオーバーしエクスポートをクリックしてください。 

 保存先設定画面が表示されるので任意の場所に出力してください。 
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03 個人自由項目一覧 

  個人ごとのメモや、事業所単位でのチェック項目を作成することができます。 

  この画面以外に個人情報詳細画面でも登録修正ができます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①＜一覧並べ替え＞ 

  一覧のタイトル行をクリックするとデータを昇順⇔降順で並び替えることができます。 

  チェック項目で対象者を目視しやすく便利な機能です。 

 

 ②＜エクスポート＞ 

  一覧を CSV出力することができます。 

  一覧で出力対象者にチェックを入れエクスポートをクリックし出力してください。 

  （ASP クラウドで保存はできますがエクセルアプリを搭載していないのでクラウド上で開くことはできません） 

 

 ③＜チェック項目の追加訂正削除＞ 

  チェック項目の追加・訂正・削除ボタンをクリックし、項目を追加、削除、名称変更ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



社労法務システム Lunoma 個人情報マニュアル 

43 

 

 

 

 

  追加する場合： 追加ボタンをクリックし、登録したいチェック項目名称を「名称」欄に入力します。 

   追加完了ボタンをクリックすることで、既存の登録済みチェック項目の下に追加されます。 

  名称変更する場合： 訂正ボタンをクリックし、変更したい名称で直接変更します。 

    訂正完了ボタンをクリックすることで訂正が完了します。 

  削除する場合： 削除ボタンをクリックし、削除したい名称のチェックボックスにチェックを入れます。 

   削除完了ボタンをクリックすることで削除が完了します。 

  

 

 

 ④＜一覧で入力をする＞ 

  ＋自由項目入力ボタンをクリックすると詳細画面が表示され、直接手入力できるようになります。 

  一覧表内で追記、修正をすると自動で選択チェックがつくので、保存するをクリックして完了してください。 
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04 個人有給管理（暫定メニュー） 

 給与計算に必要な有給データを保管するメニューですが、リリース時は、給与計算時の有給残日数算出する用途のみと

なります。 

 付与処理はなく、数値を管理するのは該当行をダブルクリックをして数値入力をする、またはインポートとなります。 

 アップデートで付与処理、給与計算との連携を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


